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呉市二川児童館の休館について（報告） 

 

 

１ 児童館の現状 

  現在，児童館は，市内３か所（宮原，二川及び大坪谷）にあり，指定管理者である呉市社会福祉協議会が運営していますが，施設

の老朽化が進んでいることや，少子化等の影響により利用者数が減少するなどの事情により，呉市公共施設に関する個別施設計画

（令和３年３月策定。以下「個別施設計画」といいます。）において廃止施設（実施時期は未定）に位置付けられています。 

こうした中，呉市二川児童館（以下「二川児童館」といいます。）については，築５４年（昭和４３年度建築）が経過し，雨漏り等

が発生するなど老朽化が著しいことや，耐震性が低いことから，早急に対応が必要な施設となっています。 

 

２ 二川児童館の概要 

 (1) 所 在 地 呉市三条１丁目１４番９号 

 (2) 設 置 年 昭和４４年 

 (3) 建築年度 昭和４３年度 

 (4) 構 造 木造２階建て 

 (5) 延べ面積 １９８．３４平方メートル 

 (6) 運営方法 指定管理（指定管理者：呉市社会福祉協議会） 

        指定期間 令和２年度～６年度 

 (7) 令和３年度決算 ５，３７４，５５６円 

   （指定管理料 ５，３６６，３５１円，火災保険料 ８，２０５円） 

  

利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人，日）

年　度

利用者数合計

成人利用者数

児童利用者数

一日平均利用児童数

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

開館日数

Ｈ２９

5,157

3,838

13.0

1,319

295

4,784 3,770 2,985 2,769

3,730 2,911 2,672 2,583

13.0 14.1 10.6 8.8

1,054 859 313 186

286 207 251 292



３ 二川児童館の対応方針 

 (1) 二川児童館の休館 

   施設の老朽化が著しいことや耐震性が低いことに加え，個別施設計画において廃止施設に位置付けられていることを勘案し，令

和５年４月１日から休館することとします。 

 (2) 利用児童への対応 

   保護者が共働きなどの要件を満たす児童については放課後児童会で受け入れ，それ以外の児童については令和５年４月から両城

小学校で実施する，放課後児童会・子供教室一体型モデル事業において週２回開催する放課後子供教室で，放課後の居場所を提供

していきます。 

 (3) 地域団体への無償譲渡 

   地域団体が地域のコミュニティ活動に利用するため当該施設の建物を必要とする場合は，無償で譲渡をし，譲渡後建物の修繕・

改修に対する助成を利用するなど，子どもたちの居場所機能の維持も視野に入れた地域での活用について地域団体と協議していき

ます。 

 

４ 今後の予定 

 ・周知活動（児童館での掲示，呉市ホームページ，呉市子育てサイト，呉市子育て支援アプリ「くれっこアプリ」等による広報） 

 ・指定管理者である呉市社会福祉協議会と休館後の対応について協議 

  


